
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
土
地
改
良
事
業
等
調
査
受
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
農
村
振
興
課
）　

　

一

〇
栗
駒
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
農
村
整
備
課
）　

　

五

〇
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

六

〇
宮
城
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

七

規　
　
　

則

　

土
地
改
良
事
業
等
調
査
受
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　

土
地
改
良
事
業
等
調
査
受
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

土
地
改
良
事
業
等
調
査
受
託
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
受
託
規
則

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
調
査
事
業
の
範
囲
等
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
基
づ
き
受
託
す
る
調
査
事
業
は
、
国
庫
補
助
の
対
象
と
な
る
県
営
土
地
改
良
事
業
等
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
事
業
（
維
持
管
理
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
事
業
を
除
く
。）
の
い
ず
れ
か
に
係
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

か
ん
が
い
排
水
事
業　

　

二　

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業　

　

三　

農
道
整
備
事
業　

　

四　

農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業　

　

五　

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

　

六　

農
地
防
災
事
業　

　

七　

地
域
用
水
環
境
整
備
事
業

　

八　

そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事
業

２　

調
査
事
業
は
、
土
地
改
良
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
農
林
省
令
第
七
十
五
号
）
第
六
条
及
び
第
十
四
条
の
二

の
規
定
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
地
区
計
画
書
の
作
成
に
当
た
り
必
要
な
調
査
及
び
計
画
の
作
成

を
行
う
。

３　

調
査
事
業
の
期
間
は
、
原
則
と
し
て
三
年
以
内
と
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「（
委
託
の
申
込
み
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
五
月
末
日
ま
で
に
土
地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
予

定
一
覧
表
（
様
式
第
一
号
）
を
、
当
該
前
年
度
の
」
を
削
り
、「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
申
込
書
（
様
式
第
二
号
）」

を
「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
申
込
書
（
様
式
第
一
号
）」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
見
出
し
を
「（
受
託
の
決
定
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速

や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
の
適
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
様
式
第
二
号
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
審
査
に
お
い
て
は
、
別
に
定
め
る
計
画
検
討
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
年
度
契
約
書
」
を
「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
年
度

契
約
書
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
変
更
協
議
書
」
を
「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
変
更
協
議
書
」

に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
廃
止
協
議
書
」
を
「
土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
廃
止
協
議
書
」

に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
二
項
中
「
の
う
ち
土
地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
申
込
書
」
及
び
「
当
該
申
込
書
に
」
を
削
る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「
を
、
委
託
」
を
「
を
委
託
し
、
又
は
そ
の
委
託
の
内
容
を
変
更
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を

第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
し
た
と
き
又
は
委
託
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
は
、
知
事
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
第
一
号
を
削
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
申
込
書

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
申
込
書

」
に
、

（1）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第12号　　 

発　　　　行

宮 城 県
(総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



「地
区
調
査

」
を
「地

区
調
査
事
業

」
に
、「土

地
改
良
事
業
等
調
査
受
託
規
則

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び

計
画
受
託
規
則

」
に
、「調

査
同
意
状
況
調
書

」
を
「調

査
事
業
同
意
状
況
調
書

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
二
中
「調

査
同
意
状
況
調
書

」
を
「調

査
事
業
同
意
状
況
調
書

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の

一
様
式
を
加
え
る
。

号外第12号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

第
　
　
　
　
　
号
　
　

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
申
込
者
　
　
　
　
　
　
　
殿

宮
城
県
知
事
　
　
　

土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
の
受
託
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
〔
第
　
　
号
〕
で
申
込
み
の
あ
っ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
受

託
す
る
（
し
な
い
）
の
で
，
土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
受
託
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

１
　
事
業
名

２
　
地
区
名

３
　
受
益
面
積

４
　
そ
の
他

　
（
注
） 
 受
託
し
な
い
と
き
は
，
４
　
そ
の
他
に
理
由
を
記
載
す
る
。



　

様
式
第
三
号
中
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
年
度
契
約
書

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
年
度
契

約
書

」
に
、「土

地
改
良
事
業
等
調
査
受
託
規
則

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
受
託
規
則

」
に
、「調

査
事

業
の

」
を
「年

度
事
業
の

」
に
、「調

査
事
業
費

」
を
「年

度
事
業
費

」
に
、「調

査
費

」
を
「年

度
事
業
費

」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
三
号
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（3）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第12号　　 

別紙

年度全体事業計画書

　　　　　　　　　　　　　　事業調 査 事 業 名 市 町 村 名

　　　　　　　　　年　　月　　日委 託 申 込 月 日地 区 名

委 託 申 込 者　　　　　 年度　～      年度 調 査 期 間

関 係 土 地 改 良 区　　　　　　　　　　　千円（予定）全 体 調 査 費

記　　　事
　　　年度　　　年度　　　年度全　　　体

年　
　

度　
　

割　
　

計　
　

画

金　額数　量金　額数　量金　額数　量金　額数　量項　　目

 %事務費

           

計計 計 計



　

様
式
第
四
号
中
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
変
更
協
議
書

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
変
更
協

議
書

」
に
、「調

査
受
託
の

」
を
「受

託
の

」
に
、「地

区
調
査

」
を
「地

区
調
査
事
業

」
に
、「土

地
改
良
事
業
等
調

査
受
託
規
則

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
受
託
規
則

」
に
、「様

式
第
２
号

」
を
「様

式
第
１
号

」
に
改

め
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
委
託
廃
止
協
議
書

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
委
託
廃
止
協

議
書

」
に
、「調

査
受
託
の

」
を
「受

託
の

」
に
、「地

区
調
査

」
を
「地

区
調
査
事
業

」
に
改
め
、「そ

の
内
容
を

」

を
削
り
、「土

地
改
良
事
業
等
調
査
受
託
規
則

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
受
託
規
則

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「,  　10   条

」
を
削
り
、「土

地
改
良
事
業
等
調
査
地
区
の
終
了

」
を
「　
　

年
度
土
地
改
良
事
業
等
調

査
及
び
計
画

」
に
、「地

区
名

」
を
「地

区
名

」
に
、「調

査
費

」
を
「年

度
事
業
費

」
に
、「調

査
期
間

」
を
「期

間

」
に
、「調

査
結
果

」
を
「結

果

」
に
、「記

事

」
を
「記

事

」
に
、「調

査
の

」
を
「調

査
事
業
の

」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
六
号
別
紙
一
及
び
別
紙
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号外第12号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

別紙１

経　　　　過　　　　表

検討委員会幹　事　会５　地 区 計 画

　　検討委員会

　　審 査 状 況

　　　年　月　日１　委 託 申 込 年 月 日 調 査 受 託

　　年 　月 　日　　年 　月 　日現地調査２　委 託 申 込 者 

　　年 　月 　日　　年 　月 　日第 １ 回３　調 査 事 業 同 意 

　　年 　月 　日　　年 　月 　日第 ２ 回　　　年　月　日４　受　託　年　月　日

金　　額数量事 業 名作成年度６　地形図作成

　　　年度～　　　年度１　期　　　　間調　査　計　画

７　そ　の　他　　　　　　　　　千円２　全体調査計画費

　　　　　年度　　　　　年度　　　　　年度全　　　　体３　調査計画年度割
金額数　量金額数　量金額数　量金額項　　目

計計計計

委 託 名４　委 託 状 況 

業 者 名

契 約 年 月 日

期　 　 　 　 　 間

契 約 金 額



　

様
式
第
七
号
中
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
地
区

」
を
「土

地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画

」
に
、「土

地
改
良
事
業

等
調
査
受
託
規
則

」
を
「土
地
改
良
事
業
等
調
査
及
び
計
画
受
託
規
則

」
に
、「通

知

」
を
「年

度
事
業

（調
査
事
業

受
託

）の
結
果

（終
了

）を
報
告

」
に
、「地

区
名

」
を
「地

区
名

」
に
、「調

査
費

」
を
「調

査
事
業
費

」
に
、

「調
査
期
間

」
を
「期

間

」
に
、「調

査
結
果

」
を
「結

果

」
に
、「記

事

」
を
「記

事

」
に
、「調

査
費
の
欄
に

年
度
調
査
費

」
を
「調

査
事
業
費
の
欄
に
年
度
事
業
費

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

栗
駒
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

栗
駒
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

栗
駒
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
宮
城
県
栗
原
土
木
事
務
所
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
栗
原
地
方
振
興
事
務
所
の
項
中

 

を 

に
改
め
、

同
表
宮
城
県
登
米
土
木
事
務
所
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
登
米
地
方
振
興
事
務
所
の
項
中

 

を 

に
改
め

る
。

「

宮
城
県
栗
原
土
木
事
務
所

」

「

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所

栗
原
地
域
事
務
所

」

「

宮
城
県
栗
原
地
方
振
興
事
務
所

」

「

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　

栗
原
地
域
事
務
所

」

「

宮
城
県
登
米
土
木
事
務
所

」

「

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

登
米
地
域
事
務
所

」

「

宮
城
県
登
米
地
方
振
興
事
務
所

」

「

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　

登
米
地
域
事
務
所

」

（5）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第12号　　 

別紙２

個　　　　別　　　　表

　　　　　事業計画書

　　　　　事業計画概要書

　　　　　事業計画参考資料

　　　　　事業計画書添付図面

関 係 簿 冊

　　　　　　　　　　　　　　　　事業事 業 名

地 区 名

　　　　　年　　　月　　　日受託年月日

工期事業費
(進捗率％)面積地名事業名

関 連 事 業

百万円事 業 費

数　量工　種数　量工　種

主 要 工 事

留 意 事 項

そ の 他

　　　　　　　　千円
　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　千円

総費用総便益比

効 果 　　　　　　　　　効果　　　　　　　　　千円
　　　　　　　　　効果　　　　　　　　　千円
　　　　　　　　　効果　　　　　　　　　千円
　　　　　　　　　効果　　　　　　　　　千円
その他の効果　　　　　　　　　　　　　　千円

効
果
の
内
訳

市 町 村 名
関 係 団 体

改 良 区 名



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
八
号

　
　
　

宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「（
第
三
十
四
条－

第
五
十
八
条
）」
を
「（
第
三
十
四
条－

第
五
十
九
条
）」
に
、「（
第
五
十
九
条－

第
六
十

二
条
）」
を
「（
第
六
十
条－

第
六
十
三
条
）」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
、
ホ
及
び
ト
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
漁
業
の
許
可
）

第
七
条　

次
の
各
号
に
規
定
す
る
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
漁
業
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
及
び
船

舶
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
一
号
、
第
二
号
ホ
及
び
ヌ
に
規
定
す
る
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
漁
業
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
漁
業

を
営
む
権
利
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
員
が
当
該
漁
業
協
同
組
合
の
有
す
る
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
内
容
た

る
当
該
漁
業
を
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

一　

次
に
掲
げ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
漁
業

イ　

あ
わ
び
（
潜
水
器
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
、
潜
水
器
に
よ
り
あ
わ
び
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
場
合
を
除

く
。
以
下
「
あ
わ
び
漁
業
」
と
い
う
。）

ロ　

う
に
（
潜
水
器
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
、
潜
水
器
に
よ
り
う
に
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
場
合
を
除
く
。

以
下
「
う
に
漁
業
」
と
い
う
。） 

　

ニ　

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
り
営
む
漁
業 　

イ　

す
く
い
網
（
以
下
「
す
く
い
網
漁
業
」
と
い
う
。）

ロ　

い
か
つ
り
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
い
か

つ
り
漁
業
」
と
い
う
。）　

ハ　

火
光
利
用
敷
網
（
さ
ん
ま
を
目
的
と
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
「
火
光
利
用
敷
網
漁
業
」
と
い
う
。）

ニ　

め
ぬ
け
さ
し
網
（
リ
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
を
除
く
。
以
下
「
め
ぬ
け
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。）

ホ　

固
定
式
さ
し
網
（
金
華
山
山
頂
上
を
通
る
緯
線
以
南
の
宮
城
県
沖
合
海
面
及
び
金
華
山
山
頂
上
を
通
る
緯
線

以
北
の
石
巻
湾
で
操
業
す
る
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
ニ
及
び
リ
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
を
除
く
。
第
五
十
七
条

を
除
き
、
以
下
「
固
定
式
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。）

ヘ　

機
船
船
び
き
網
（
以
下
「
機
船
船
び
き
網
漁
業
」
と
い
う
。）

ト　

い
る
か
突
棒
（
以
下
「
い
る
か
突
棒
漁
業
」
と
い
う
。）

チ　

小
型
ま
き
網
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
小
型
ま
き
網
漁
業
」
と

い
う
。）

リ　

三
枚
網
（
以
下
「
三
枚
網
漁
業
」
と
い
う
。）

ヌ　

小
型
定
置
（
す
建
を
含
む
。
以
下
「
小
型
定
置
漁
業
」
と
い
う
。）

ル　

地
び
き
網
（
以
下
「
地
び
き
網
漁
業
」
と
い
う
。）

ヲ　

潜
水
器
（
簡
易
潜
水
器
を
使
用
す
る
も
の
を
含
む
。
第
五
十
八
条
を
除
き
、
以
下
「
潜
水
器
漁
業
」
と
い

う
。）

　

第
八
条
中
「
前
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
」
を
「
前
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
」
に
改
め

る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　

第
三
十
八
条　

削
除

　

第
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条　

削
除

　

第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条　

削
除

　

第
六
十
二
条
を
第
六
十
三
条
と
し
、
第
六
十
一
条
を
第
六
十
二
条
と
し
、
第
六
十
条
を
第
六
十
一
条
と
す
る
。

　

第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
条
（
第
七
号
を
除
く
。）、」
を
削
り
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
三
十
七
条
、

第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
三
条
」
に
改
め
、「
、
第
四
十
六
条
」
を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
条
と
す
る
。

　

第
五
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
）

第
五
十
九
条　

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業

ご
と
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
同
表
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。　
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２　

前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
て
公
示
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）

に
基
づ
く
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
（
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
で

あ
っ
て
、
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
宮
城

県
漁
業
調
整
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
、
旧
規
則
第
三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
及

び
第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
九
号

　
　
　

宮
城
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「（
第
五
十
五
条－

第
六
十
六
条
）」
を
「（
第
五
十
五
条－

第
六
十
七
条
）」
に
、「（
第
六
十
七
条－

第
七
十

条
）」
を
「（
第
六
十
八
条－

第
七
十
一
条
）」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
第
六
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条　

削
除

　

第
六
十
四
条
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
中
「
、
第
六
十
一
条
第
六
項
」
を
削
り
、
同
条
を
第
七
十
一
条
と
す
る
。

　

第
六
十
九
条
を
第
七
十
条
と
す
る
。

　

第
六
十
八
条
中
「
、
第
二
十
九
条
」
を
「
又
は
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、「
又
は
第
六
十
一
条
第
十
項
」
を
削
り
、

同
条
を
第
六
十
九
条
と
す
る
。

　

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

第
七
項
、」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
、
第
六
十
一
条
第
五
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
八
条
と
す
る
。

　

第
六
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
）

第
六
十
七
条　

漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
提
出
期
限
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

別
記
様
式
第
十
八
号
、
別
記
様
式
第
十
九
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
八
号
別
記
様
式
第
十
九
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
号
削
除

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
宮
城
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
に
基
づ
く
許
可
又
は
起
業

の
認
可
で
あ
っ
て
、
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
宮
城
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
に
よ
っ
て
許
可
又
は
認
可
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

，
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漁　
　

業　
　

種　
　

類

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
三
種
漁
業

以
外
の
漁
業
）

い
る
か
突
棒
漁
業

中
型
ま
き
網
漁
業
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

（
手
繰
第
三
種
漁
業
）
及
び
第
七
条
に
規
定
す

る
漁
業
（
い
る
か
突
棒
漁
業
を
除
く
。）

報

告

書

の

種

類

毎
月
の
漁
獲
成
績
報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
操
業
期
間
の
漁
獲
成
績

報
告
書

提　

出　

期　

限

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

操
業
期
間
の
経
過
後
一
ケ
月

以
内

漁　
　

業　
　

種　
　

類

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

報

告

書

の

種

類

当
該
操
業
期
間
の
漁
獲
成
績

報
告
書

提　

出　

期　

限

操
業
期
間
の
経
過
後
漁
期
一

月
以
内


